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会 計 名
収 入 支 出

予算現額 収入済額 収入率 予算現額 支出済額 執行率
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 61 億 4700 万円 20 億 5669 万円 33.5% 61 億 4700 万円 25 億 3143 万円 41.2%

介護保険特別会計
保 険 事 業 勘 定 33 億 9748 万円 18 億 5425 万円 54.6% 33 億 9748 万円 14 億 6086 万円 43.0%
サービス事業勘定 290 万円 233 万円 80.3% 290 万円 132 万円 45.5%

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 3 億 1800 万円 1 億 1007 万円 34.6% 3 億 1800 万円 7495 万円 23.6%
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 2 億 9400 万円 2563 万円 8.7% 2 億 9400 万円 5254 万円 17.9%
特定環境保全公共下水道事業特別会計 4 億 3900 万円 3544 万円 8.1% 4 億 3900 万円 1 億 1603 万円 26.4%
流 域 関 連 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 ３億 5038 万円 2941 万円 8.4% 3 億 5038 万円 1 億 1589 万円 33.1%
戸 別 浄 化 槽 整 備 事 業 特 別 会 計 1 億 3700 万円 1579 万円 11.5% 1 億 3700 万円 2735 万円 20.0%

水 道 事 業 会 計
収益的収支 9 億 4880 万円 3 億 5494 万円 37.4% 9 億 4880 万円 2 億 8157 万円 29.7%
資本的収支 4 億 2600 万円 1086 万円 2.5% 7 億 4850 万円 3 億 71 万円 40.2%

■株券 4420 万円
■出えん金 4000 万円
■出資金 5 億 8322 万円
■寄託金 2428 万円
■債権 3448 万円

合計　7 億 2618 万円
※現在高

出
資
金
等
の
状
況

平成 29年度
上半期の 予算執行状況をお知らせします

　市では、市の財政がどのように運営されているかを
市民の皆さんにお知らせするため、予算の執行状況の
あらましについて年２回公表しています。
　今回は、平成 29 年９月 30 日現在の執行状況につ
いてお知らせします。【問い合わせ】財政課（麻生庁舎）☎０２９９－７２－０８１１

※数値は表示単位未満を四捨五入しています。

■一般会計債 191 億 4358 万円
■下水道建設事業債 51 億 7888 万円
■水道建設事業債 29 億 8401 万円

合計　273 億 647 万円
※未償還額

市
債
の
状
況

市　　　　税 64.4%

（収入率）

地方譲与税 29.3%

利子割交付金 68.3%

配当割交付金 19.1%

株式等譲渡
所得割交付金 0.0%

地方消費税
交　付　金 56.9%

ゴルフ場利用
税 交 付 金 41.3%

自動車取得税
交　付　金 58.3%

地 方 特 例
交　付　金 118.1%

地方交付税 71.6%

交通安全対策
特別交付金 52.3%

分担金及び
負　担　金 51.0%

使用料及び
手　数　料 46.5%

国庫支出金 32.5%

県 支 出 金 12.0%

財 産 収 入 54.0%

寄　附　金 32.2%

繰　入　金 0.0%

繰　越　金 145.1%

諸　収　入 40.3%

市　　　　債 0.0%

議　会　費
1 億 5841万円

7880万円 49.7%

総　務　費 26.7%

民　生　費 40.4%

衛　生　費 26.0%

農林水産業費 38.3%

商　工　費 3 億 719万円
2億 2856万円 74.4%

土　木　費 21.9%

消　防　費 52.2%

教　育　費 40.2%

災害復旧費 0.0%

公　債　費 39.5%

諸 支 出 金 0 万円
0万円   －

（執行率）歳 出

歳 入

2 億 6600万円
7795万円
300万円
205万円
1800万円
344万円
1000万円
0万円

1億 3900万円
5737万円
4300万円
2507万円
1100万円
1299万円

300万円
157万円
7363万円
3757万円

1億 4500万円
6744万円

4970万円
2685万円

1億 5000万円
4827万円

一　般　会　計

歳入　予算現額：  171 億　968万円
　　　収入済額： 　87億 3595万円（51.1％）
歳出　予算現額：  171 億　968万円
　　　支出済額： 　60億 9252万円（35.6％）

17 億 5470 万円
0 万円

19 億 7618万円
6億 4288万円
11億 7156万円
1 億 4066万円

4億 249万円
5億 8394万円

4億 6562万円
0万円

8 億 8114万円
3 億 3758 万円

23 億 1867万円
5億 875万円

8億 9359万円
4 億 6661 万円

17 億 1242万円
6億 8879 万円
1 億 1,546 万円

1          
1 万円
0万円

12 億 3011万円
3億 1994万円

48億 6069万円
19億 6476万円

29億 588万円
7億 7588万円

18億 3210万円
7億 2285万円

36 億 1862 万円
  23 億 3203 万円

予　備　費 947 万円
0万円 0.0%

58 億 7000万円
42億 403万円

5 億 6300万円
3億 2032万円

3億 7618 万円
1億 5152 万円

合計　64 億 558 万円  ※現在高

基

金

の

状

況

■財政調整基金 18 億 2073 万円
■減債基金 7 億 6391 万円
■公共施設整備基金 ９億 2959 万円
■揚排水施設維持管理基金 8090 万円
■なめがた振興基金 3058 万円
■新公共交通運営基金 5405 万円
■行方市ふるさと応援寄附金基金 8886 万円
■合併振興基金 19 億 7733 万円
■防災まちづくり基金 3000 万円
■有機肥料供給センター整備改修基金 8368 万円
■国民健康保険支払準備基金 8172 万円
■介護給付費準備基金 2 億　704 万円
■農業集落排水事業債償還基金 1 億 2798 万円
■特定環境保全公共下水道事業債償還基金 2763 万円
■流域関連公共下水道事業債償還基金 2697 万円
■戸別浄化槽整備事業債償還基金 7461 万円

特
別
会
計
・
水
道
事
業
会
計
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これから寒くなり暖房器具を使用する機会が多くなります。器具の取り扱いに注意しましょう！

住宅防火　いのちを守る　７つのポイント

○寝たばこは、絶対やめましょう。
○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用しましょう。
○ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消しましょう。

３つの習慣

○逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災警報器を設置しましょう。
○寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用しましょう。
○火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置しましょう。
○お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくりましょう。

４つの対策

住宅用火災警報器は設置してから、約 10年が交換の目安です！
■ 古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあるため、早めに交換

しましょう（連動型を推奨します）。
■記入した ｢設置年月｣ または ｢製造年｣ を確認してみましょう。

秋の全国火災予防運動
11 月９日～ 11月 15日

【問い合わせ】鹿行広域消防本部 予防課☎ 0291-34-7119　またはお近くの消防署へ

あなたの家は大丈夫？住宅用火災警報器　設置と交換を！

消防法で、全ての住宅、住居部分に「火災警報器」
の設置が義務付けられています。
まだ付けていない方は、すぐに設置しましょう。
また、次のポイントを確認し、適切に維持管理し
ましょう！

●全ての寝室に設置
●上階に寝室があれば階段にも設置
●定期的に作動試験を実施
●ホコリをこまめに拭き取る
● 10 年を目安に交換
※ 台所・居間（義務はありませんが、安心・

安全のため設置をおすすめします）

住宅用火災警報器に寿命があるって知っていますか？

Ｓマーク（標準営業約款制度）をご存じですか？
【問い合わせ】（公財）茨城県生活衛生営業指導センター　☎０２９－２２５－６６０３

　このマークのある「理容店」「美容店」「クリーニング店」「めん類飲食店」「一般飲食店」は、
厚生労働大臣の認可を受けた約款に基づき営業している安全・安心なお店です。
　Ｓマーク登録店では、
　　■サービス・メニューについて表示しています。
　　■資格者の氏名を表示しています。
　　■万が一の事故の場合、賠償するための保険に加入しています。
　　■業種ごとに定められたさまざまな基準を遵守しています。
　Ｓマークは消費者の皆さまにご利用いただく際の安全・安心の目印です。
　登録店には標識が掲出されています。
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ごみの出し方をもう一度確認してみましょう　②
【問い合わせ】環境課（北浦庁舎）☎０２９１－３５－２１１１

　ごみ集積所に、回収できないごみが出されていることが多く見受けられます。
　回収できないごみが蓄積すると、そのごみ集積所から悪臭等が発生し、不衛生な状態になります。
利用者の皆さんが快適に利用するためにも、ごみの出し方をもう一度確認しましょう。
　今回は、「家庭ごみ」についてご説明します。
　文字どおり「家庭ごみ」は、皆さんが生活する上で排出されるごみのことをいいます。この「家庭ごみ」は、
ごみ収集日の午前８時までにごみ集積所へ出していただきますと、ごみ回収業者により環境美化センターへ搬
入されます。ごみ集積所へ出せるごみは、次の４つに分類されます。

【問い合わせ】総合窓口課（玉造庁舎）　☎０２９９－５５－０１１１

「燃えるごみ」
　 ごみ集積所へ出すときは、市が指定している袋
（指定袋）に入れてください。ごみ集積所だか
らといってレジ袋などで出さず、必ず指定袋に
入れて出しましょう。また段ボールや新聞紙・
雑誌などをそのままごみ集積所へ出しても回収
しません。段ボールや新聞紙・雑誌などは市が
設置しているストックヤードへ出しましょう。

「燃えないごみ」
　 ごみ集積所へ出すときは、指定のコンテナ（赤

色または黄色）に入れて回収日を確認してから
出しましょう。また、資源ごみ（ペットボトル
や飲料系の缶・ビンなど）が混入しないよう注
意しましょう。

　 スプレー缶は完全に使い切り、スプレー缶ガス
抜き器で穴を空けてください。

「資源ごみ」
　 ごみ集積所へ出すときは、指定のコンテナ（青

色）に入れて出しましょう。ペットボトルや飲
料系の缶・ビンなどの中身は捨て、中をゆすぎ、
ペットボトルのキャップとラベルは燃えるごみ
として出しましょう。資源ごみをレジ袋や米袋
等に入れても回収しません。

「有害ごみ」
　 電池類・蛍光灯・鏡・体温計の４種類です。有

害ごみを出すときは、市が指定している有害ご
み用の袋に入れてください。この袋に入らない
大きさの有害ごみ（40 Ｗの直管蛍光灯など）
は粗大ごみになります。ごみ集積所へ出しても
回収しませんので、直接環境美化センターへ搬
入してください。

　ごみ集積所の管理運営は、地域住民の方が主体となって行っています。ごみの出し方をもう一度確認し、
住み良いまちづくりにご協力をお願いします。

第 69回人権週間
12 月４日～ 12月 10日

　国連総会で、毎年 12 月 10 日を「人権デー」と
定めました。法務省と全国人権擁護委員連合会で
は、12 月４日から 10 日までを「人権週間」として、
さまざまな人権啓発活動を行います。
　本市では、期間中に左記のとおり講演会を開催し
ます。人権尊重の重要性や必要性についての理解を
深め、お互いに相手の立場を考え、豊かな人間関係
をつくりましょう。

人権啓発活動講演会
（平成 29 年度　地域人権啓発活動活性化事業）

日時：12 月９日（土）午後１時 30 分～午後３時
場所：麻生公民館２階　大ホール
演題：「人はひとりでは生きられない　－人権の秘密－」
講師：長谷川 幸介先生
　　　　茨城県生涯学習・社会教育研究会　会長
　　　　茨城県社会福祉協議会地域福祉活動アドバイザー

※入場無料です。
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行方都市計画下水道の変更案の縦覧について

　行方都市計画の変更案について、都市計画法の規定に基づき、次のとおり縦覧を行います。
（１）都市計画の変更案の縦覧
　　【期間】11 月 15 日（水）～ 11 月 29 日（水）（土・日曜日および祝日を除く）
　　【時間】午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
　　【場所】麻生庁舎および北浦庁舎（総合窓口室）、玉造庁舎（都市建設課）
　　【縦覧内容】行方都市計画　下水道の変更（行方市決定）
　　　　　　　 霞ヶ浦水郷流域関連行方市公共下水道の全体計画の見直しに伴う下水道施設の都市計画変更
　　　　　　　・行方市（麻生処理区）公共下水道…行方市麻生（新原地区）の一部
（２）意見書の提出
　 　都市計画の変更案に対し、ご意見のある方は、下記の期間中に意見書を提出することができます。希望さ

れる方は、縦覧場所に備えた意見書に必要事項を記載し、持参または郵送で提出してください。
　　【提出期間】11 月 15 日（水）～ 12 月５日（火）必着
　　【提出先】〒 311-3512　茨城県行方市玉造甲 404　都市建設課宛

【問い合わせ】都市建設課（玉造庁舎）　☎０２９９－５５－０１１１

飼い犬の登録を忘れずに！
【問い合わせ】環境課（北浦庁舎）☎０２９１－３５－２１１１

　犬を飼い始めた場合は、飼い始めた日または生後 90 を経過した日から 30 日以内に、市に犬の登録の届け出
をすることが、狂犬病予防法において義務づけられています。
　登録された犬には「鑑札」が交付されます。この鑑札に印字されている番号により、犬の名前・飼い主・連絡先・
生年月日・犬種・狂犬病予防注射接種日（履歴）などが管理されます。この「鑑札」は必ず犬の首輪に付けて
ください。犬が行方不明になった場合、この鑑札をもとに警察や犬の発見者から市に連絡が入り、市は飼い主
へ連絡をすることができます。野良犬として扱われ処分されることがありません。
　このため、犬の所在が変わった、飼い主が変わった、連絡先が変わったことは大切な情報です。登録内容に
変更が生じた場合は、必ず、環境課（北浦庁舎）において「変更手続き」をお願いします。また、犬が死亡し
た場合も必ず連絡をお願いします。
■  11 月 12 日（日）「行方ふれあいまつり」において、鹿行獣医師会による「犬のしつけ教室」・「ペットの健康相談」

を行います。どちらも参加無料です。移動動物園も来ます。皆さん、ぜひお越しください。
　　【犬のしつけ教室】（午前の部）午前 10 時 30 分～　（午後の部）午後１時～
　　【ペット健康相談】午前９時 30 分～午後３時　※随時受付
　　　場所：霞ヶ浦ふれあいランド（北側駐車場・水の科学館付近）
　　　★ワンちゃんと一緒にご参加ください。

　　マナーを守って、ペットと共に住みよいまちづくりを。
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て
不
自
然
な
説
明

を
す
る
。

　

虐
待
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
子
ど

も
が
い
た
ら
、
た
め
ら
わ
ず
に
通
報
し
て
く

だ
さ
い
。
あ
な
た
の
１
本
の
お
電
話
で
救
わ

れ
る
子
ど
も
が
い
ま
す
。

■
児
童
相
談
所
全
国
共
通
３
桁
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
１い
ち
は
や
く

８
９

■
茨
城
県
福
祉
相
談
セ
ン
タ
ー
鹿
行
児
童
分
室

　
（
鉾
田
合
同
庁
舎
内
）

　
☎
０
２
９
１
‐
３
３
‐
４
１
１
９

■
こ
ど
も
福
祉
課
（
玉
造
庁
舎
）

　
☎
０
２
９
９
‐
５
５
‐
０
１
１
１

税
を
考
え
る
週
間

11
月
11
日
～
11
月
17
日　

潮
来
税
務
署　
総
務
課

☎
０
２
９
９
（
６
６
）
６
９
３
１

　
次
の
と
お
り
市
営
住
宅
の
入
居
者
を
募
集

し
ま
す
。

◆
み
な
み
原
団
地

　
　
所
在
地
　
青
沼
８
４
１
‐
１
４

　
　
間
取
り
　
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
　
構
造
　
Ｒ
Ｃ
造

　
　
募
集
戸
数
　
５
戸

◆
諸
井
団
地

　
　
所
在
地　
玉
造
甲
４
１
７
５

　
　
間
取
り
　
３
Ｄ
Ｋ
　
構
造
　
Ｒ
Ｃ
造

　
　
募
集
戸
数
　
１
戸

■�

応
募
資
格
（
次
の
①
～
④
の
全
て
の
要
件

に
該
当
す
る
方
）

　
①�

単
身
入
居
以
外
の
方
で
現
在
住
宅
に

困
っ
て
い
る
方

　
②
市
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

　
③�

条
例
で
定
め
る
基
準
内
の
収
入
で
あ
る
方

　
　

�（
例
）
一
般
世
帯
の
場
合
（
１
世
帯

の
合
計
所
得
額
‐
控
除
額
）
÷
12
＝

15
万
８
千
円
以
下

　
④�

入
居
予
定
者
が
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不

当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
に

規
定
す
る
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と

■
申
込
方
法

　

�

所
定
の
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
、
必
要

書
類
を
添
付
し
、都
市
建
設
課
（
玉
造
庁
舎
）

に
提
出
（
申
込
書
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）。

■
必
要
書
類

　
①�

住
民
票
（
入
居
し
よ
う
と
す
る
家
族
全

員
が
記
載
さ
れ
た
も
の
）

　
②�

収
入
等
を
証
明
す
る
書
類
（
収
入
の
あ

る
方
全
員
の
最
新
の
課
税
証
明
書
、
源

泉
徴
収
票
、
確
定
申
告
書
の
写
し
な
ど
）

　
③�

未
納
が
な
い
こ
と
を
証
明
で
き
る
書
類

（
納
税
証
明
書
）

�　

そ
の
他
申
し
込
み
状
況
に
よ
り
、
右
記
以

外
で
必
要
な
書
類
が
あ
る
と
き
は
、
追
加
で

提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
申
込
期
間

　
11
月
13
日
（
月
）
～
11
月
22
日
（
水
）

　
※
土
日
祝
日
を
除
く

　
※�

こ
の
期
間
に
申
し
込
み
が
難
し
い
方

は
、
13
日
以
前
で
も
受
け
付
け
を
し
ま

す
の
で
、
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す

（
11
月
22
日
以
降
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
）。

■
入
居
者
の
選
考

　

�

市
営
住
宅
管
理
条
例
第
８
条
に
よ
り
入
居

者
選
考
委
員
会
を
行
い
、
入
居
者
を
決
定

し
ま
す
。
選
考
後
は
、
住
宅
清
掃
・
改
修

工
事
に
よ
り
、
入
居
ま
で
に
時
間
が
か
か

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

市
営
住
宅
の入

居
者
を
募
集
し
ま
す

都
市
建
設
課
（
玉
造
庁
舎
）

☎
０
２
９
９
（
５
５
）
０
１
１
１
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茨
城
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

☎
０
２
９
（
２
２
４
）
６
２
１
６

茨
城
県
最
低
賃
金
改
定

　
大
学
生
等
の
保
護
者
を
対
象
に
「
父
母
向

け
就
活
セ
ミ
ナ
ー
」
を
開
催
し
ま
す
。

　
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
や
ご
家
族
の
支
援
の
あ
り

方
な
ど
、
現
在
の
就
活
状
況
を
講
師
が
詳
し

く
お
話
し
し
ま
す
。
参
加
費
無
料
、
事
前
予

約
不
要
で
す
。

　

詳
細
は
「
大
好
き
い
ば
ら
き
就
職
応
援

サ
イ
ト
（http://w

w
w
.ibaraki-uij.jp

）」

ま
た
は
茨
城
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

w
w
w
.pref.ibaraki.jp/shokorodo/

rosei/rodo/index.htm
l#topics)

を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

■
開
催
日
時
お
よ
び
会
場

　
○
土
浦
会
場

　
　
11
月
11
日
（
土
）

　
　
　
午
後
１
時
30
分
～
午
後
３
時
30
分

　
　
茨
城
県
県
南
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

　
　
　
（
土
浦
市
大
和
町
９
‐
１
）

　
○
水
戸
会
場

　
　
11
月
18
日
（
土
）

　
　
　
午
後
１
時
30
分
～
午
後
３
時
30
分

　
　
茨
城
県
水
戸
市
三
の
丸
庁
舎

　
　
　
（
水
戸
市
三
の
丸
１
‐
５
‐
38
）

「
保
護
者
向
け
就
活
セ
ミ
ナ
ー
」

を
開
催
し
ま
す

茨
城
県
商
工
労
働
観
光
部
労
働
政
策
課

　
☎
０
２
９
（
３
０
１
）
３
６
４
５

茨
城
労
働
局　
労
働
保
険
徴
収
室

☎
０
２
９
（
２
２
４
）
６
２
１
３

　
労
働
者
（
ア
ル
バ
イ
ト
を
含
む
）
を
１
人

で
も
雇
っ
て
い
る
事
業
主
は
、
労
働
保
険

（
労
災
保
険
・
雇
用
保
険
）
に
加
入
す
る
義

務
が
あ
り
ま
す
。

　

労
働
者
を
１
人
で
も
使
用
す
る
事
業
主

は
、
労
災
保
険
の
加
入
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
方
で

も
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
方
は
雇
用
保
険

の
加
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
保
険
制
度
の
詳
細
お
よ
び
加
入

手
続
き
に
つ
い
て
は
、
茨
城
労
働
局
労
働

保
険
徴
収
室
（
☎
０
２
９
‐
２
２
４
‐

６
２
１
３
）、
最
寄
り
の
労
働
基
準
監
督
署

ま
た
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
（
公
共
職
業
安
定

所
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
誰
も
が
突
然
、
事
件
や
事
故
な
ど
に
あ
う

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
被
害
に
あ
わ
れ
た
際

は
、
相
談
窓
口
や
最
寄
り
の
警
察
署
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

　
被
害
に
あ
わ
れ
た
方
や
そ
の
ご
家
族
が
回

復
す
る
た
め
に
は
、
周
囲
の
方
の
ご
理
解
と

あ
た
た
か
な
支
援
が
必
要
で
す
。

　
皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　
行
方
警
察
署

　
　
☎
０
２
９
９
‐
７
２
‐
０
１
１
０

　
茨
城
県
警
察
本
部

　
性
犯
罪
被
害
相
談
「
勇
気
の
電
話
」

　
　
♯
８
１
０
３　
ま
た
は

　
　
☎
０
２
９
‐
３
０
１
‐
０
２
７
８

犯罪被害者等支援シンボルマーク
ギュっとちゃん

行
方
警
察
署

☎
０
２
９
９
（
７
２
）
０
１
１
０

犯
罪
被
害
者
週
間

11
月
25
日
～
12
月
１
日　

11
月
は
労
働
保
険
適
用
促
進
強
化

期
間
で
す

①
茨
城
県
最
低
賃
金
が
、
平
成
29
年
10
月
１

日
（
日
）
か
ら
「
時
間
額
７
９
６
円
」
に�

な
り
ま
し
た
。

　
【
問
い
合
わ
せ
】

　
　
茨
城
労
働
局
賃
金
室

　
　
☎
０
２
９
‐
２
２
４
‐
６
２
１
６

②
最
低
賃
金
引
き
上
げ
に
向
け
た
事
業
者

へ
の
支
援
策
と
し
て
、
次
の
相
談
窓
口
や
助

成
金
が
利
用
で
き
ま
す
。

　
最
低
賃
金
ワ
ン
・
ス
ト
ッ
プ
無
料
相
談

　
【
相
談
窓
口
】

　
　

�

茨
城
県
最
低
賃
金
総
合
相
談
支
援
セ

ン
タ
ー

　
　
☎
０
１
２
０
‐
９
０
０
‐
２
２
４

　
業
務
改
善
助
成
金

　
【
問
い
合
わ
せ
】

　
　
右
記
セ
ン
タ
ー
の
他

　
　
茨
城
労
働
局
雇
用
環
境
・
均
等
室

　
　
☎
０
２
９
‐
２
７
７
‐
８
２
９
４

　
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金

　
【
問
い
合
わ
せ
】

　
　
茨
城
労
働
局
職
業
対
策
課

　
　
☎
０
２
９
‐
２
２
４
‐
６
２
１
９
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12
月
１
日
か
ら
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
利

用
し
て
、
住
民
票
の
写
し
や
印
鑑
登
録
証
明

書
な
ど
が
、
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
で
取
得
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
を
始
め
ま
す
。

■
取
得
で
き
る
証
明
書

　
①
住
民
票
の
写
し

　
②
印
鑑
登
録
証
明
書

　
③
市
・
県
民
税
課
税
証
明
書

■
利
用
で
き
る
店
舗

　
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、

ロ
ー
ソ
ン
、ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
、セ
イ
コ
ー
マ
ー

ト
、
サ
ー
ク
ル
Ｋ
サ
ン
ク
ス

■
利
用
可
能
時
間

　
午
前
６
時
30
分
～
午
後
11
時
（
12
月
29
日

～
１
月
３
日
を
除
く
）

■
利
用
時
に
必
要
な
も
の

　
①
個
人
番
号
カ
ー
ド

　
②
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
の
暗
証
番
号

　
③
手
数
料
（
１
通
２
０
０
円
）

■
注
意
事
項

　
①�

次
の
も
の
は
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
で
は
取
得
で
き
ま
せ
ん
。
市
役
所
窓

口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

総
合
窓
口
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

コ
ン
ビ
ニ
交
付
に
つ
い
て

総
合
窓
口
課
（
玉
造
庁
舎
）

☎
０
２
９
９
（
５
５
）
０
１
１
１

　

茨
城
県
福
祉
相
談
セ
ン
タ
ー
で
は
、
18
歳

以
上
の
知
的
障
害
者
を
対
象
に
、
巡
回
相
談

を
行
い
ま
す
。

　
療
育
手
帳
の
判
定
、
再
判
定
お
よ
び
相
談

を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
事
前
の
申
し
込
み
が

必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
茨
城
県
福
祉
相
談

セ
ン
タ
ー
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
期
日

　
平
成
30
年
１
月
12
日
（
金
）

■
時
間

　
午
前
10
時
30
分
～
午
後
２
時
30
分

■
対
象

　

療
育
手
帳
を
お
持
ち
の
18
歳
以
上
の
方
、

18
歳
以
上
で
療
育
手
帳
の
相
談
を
希
望
さ
れ

る
方

■
人
数　
６
人
（
定
員
に
な
り
次
第
締
切
）

■
場
所

　
行
方
市
玉
造
保
健
セ
ン
タ
ー

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
県
福
祉
相
談
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
２
９
‐
２
２
１
‐
４
１
５
０

知
的
障
害
者
巡
回
相
談
の
お
知

ら
せ茨

城
県
福
祉
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
９
（
２
２
１
）
４
１
５
０

身
体
障
害
者
巡
回
相
談
等
の
お

知
ら
せ

　
・�

個
人
番
号
・
住
民
票
コ
ー
ド
入
り
の
住

民
票

　
・�

現
在
行
方
市
に
住
民
登
録
さ
れ
て
い
な

い
方
の
も
の

　
・
発
行
制
限
の
申
請
を
さ
れ
た
方
の
も
の

　
②�

暗
証
番
号
は
３
回
続
け
て
間
違
え
る
と

ご
利
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
窓
口
で

再
設
定
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
申
請

　
（
初
回
無
料
）

①�

通
知
カ
ー
ド
に
同
封
の
交
付
申
請
書
に
指

定
の
大
き
さ
の
顔
写
真
を
貼
り
、
必
要
事

項
を
記
入
の
上
、
申
請
用
封
筒
（
料
金
受

取
人
払
）
に
入
れ
て
、
ポ
ス
ト
に
投
函
し

て
く
だ
さ
い
。

　

�

申
請
用
封
筒
の
差
出
有
効
期
限
が
平
成
29

年
10
月
４
日
の
も
の
は
、
平
成
31
年
５
月

31
日
ま
で
切
手
を
貼
ら
ず
に
使
用
で
き
ま

す
。

　

�

申
請
用
封
筒
が
な
い
場
合
は
、
各
庁
舎

の
総
合
窓
口
で
お
受
け
取
り
い
た
だ
く

か
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
総
合
サ
イ

ト
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
印
刷
が
可
能

と
な
っ
て
い
ま
す
。【https://w

w
w
.

kojinbango-card.go.jp/

】

②�

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
か
ら
申
請

も
可
能
で
す
。
詳
し
く
は
、
通
知
カ
ー
ド

に
同
封
さ
れ
て
い
る
説
明
書
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

　

身
体
障
害
や
高
次
脳
機
能
障
害
等
の
相

談
、
身
体
障
害
者
の
方
の
補
装
具
の
相
談
を

行
い
ま
す
。

　
医
師
、
理
学
療
法
士
、
看
護
師
、
身
体
障

害
者
福
祉
司
、
高
次
脳
機
能
障
害
支
援
員
等

が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

■
期
日

　
12
月
１
日
（
金
）

■
時
間

　
午
後
１
時
～
午
後
５
時
頃

■
対
象

　
身
体
の
障
害
等
で
困
って
い
る
方
、
補
装
具

等
の
相
談

■
人
数

　

相
談
人
数
が
限
ら
れ
ま
す
の
で
、
必
ず
予

約
し
て
く
だ
さ
い（
定
員
に
な
り
次
第
締
切
）。

■
場
所

　
行
方
市
玉
造
保
健
セ
ン
タ
ー

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
県
福
祉
相
談
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
２
９
‐
２
２
１
‐
４
１
５
０
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　エフエムかしまの放送エリアが
　鹿行地域に拡大しました
鹿嶋市だけでなく、鹿行地域に向けた番組を放送中です！
ぜひ ｢エフエムかしま｣ をお聴きください。
■放送エリア
　鹿行地域（�鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市）
■周波数　76.7MHz

■鹿島アントラーズのホームゲームを全試合中継 !!

※ 本市は、茨城放送およびエフエムかしまと、それぞれ ｢災害協定｣ を締結しています。地震や風水害などの大規模災害
が発生した際には、放送エリア内において本市の情報をお知らせします。

　行方の魅力発信広報番組
　「なめトーク」
　
IBS 茨 城 放 送（i-FM）（ 水 戸 局 94.6MHz、 守 谷・ 日 立 局
88.1MHz、水戸局 1197kHz、土浦・県西中継局 1458kHz）で、
毎月第２・第４金曜日の午前 10 時 35 分から５分間放送
しています（「HAPPY パンチ」の番組内）。
　行方市民向けの募集・お知らせ情報や、行方市の観光・
イベント情報など旬の情報をお知らせします！

　９月 24 日（日）、霞ヶ浦ふれあいランド水の科学館（多目的ホール）において、「第 9 回なめがた狂歌」の授賞式が開催
されました。今年で９回目をむかえた「なめがた狂歌」。全国各地のたくさんの方々から応募をいただき、年齢層も７歳の
小学生から 94 歳の最高齢の方まで幅広いものでした。ここに授賞作品をご紹介します。

「第９回なめがた狂歌」の授賞者が決定しました

応募者数 1,308 名、応募作品総数は 2,341 首。たくさんのご応募ありがとうございました

賞 狂歌作品 授賞者名 住　所
茨城県知事賞 若者が減って近所の夏まつり別の祭りと同じ担ぎ手 野上　卓 東京都
茨城県議会議長賞 口元が同じに見えてやわらかき入れ歯を外した父と母は 緑川友子 神栖市

茨城県教育委員会教育長賞 風にのりゆらりゆらりとほびきせんキラキラひかる夕日をあびて 山崎冬翔 玉造小学校
行方市長賞 筑波山雲の帽子だ雨降るぞ婆ちゃん得意気気象予報士 岡田昌子 行方市

行方市議会議長賞 そこんとこちょっとちがうと「ひよっこ」の訛のチェックが朝の日課に 根本立子 潮来市
行方市教育委員会教育長賞 距離置くと伝えたはずの友達にいじめられたと言われたあの日 島田あみ 玉造工業高等学校

中山尚夫選者賞 言の葉もスマホ打つ手も付き合いも薄く滑らか今時の人 五十嵐裕治 那珂郡東海村
額賀旭選者賞 医者だって免許を返すべきだよね腕も頭も鈍くなったら 岩間直美 千葉県
高野三千春選者賞 少しずつ近づいてくるコンクールみんなで絶対県大会へ 渡辺　都 北浦中学校
鈴木節子選者賞 なめがたは方言柔く人も良し旨い物あり住み易くあり 関川愛子 行方市

秀逸 早起は三文の得と言ふけれど三文ぐらいじゃ朝寝が好きよ 杉本一葉 鉾田市
秀逸 急ぐことばかりでないとひよっこの地味な生き方若き日思う 松塚悦子 龍ヶ崎市
秀逸 加齢です検査の結果異常なし加齢という名の病あるのか 追田律子 行方市
秀逸 不祥事の国会議員二回生我が家の中二大丈夫かな 佐々木美知子 埼玉県
秀逸 横綱と大関誕生茨城県今年は魅力度アップに期待 瀬尾恵子 栃木県
秀逸 Ｉの字とＪの字仲良く連なりてわが家の菜園胡瓜が肥る 石井保美 常陸太田市
秀逸 アカシアの花の香りが甘く立つ西田佐知子よ幾つになった 山間松代 神栖市
秀逸 四十年草取る我を縁側で冬には枯れると言う人と 瀧崎美子 行方市
秀逸 似ているね言われるたびに鏡だしすぐに笑えぬトランプとオレ 井上　靖 神奈川県
秀逸 稀勢の里恩田吉村高安の後に続けよ常陸ひよっこ 小堀　優 那珂市
秀逸 大臣はごめんなさいで済むけれど明日は席なし一般社員 金子　登 ひたちなか市
秀逸 ローカル線西瓜が一つ席をとりお国訛りも旅土産なり 斉藤みどり（ペンネーム） 大阪府
秀逸 部活にてお疲れ様です口ぐせにどんな時でもお疲れ様です 橋本有純 日本体育大学
秀逸 国会で記憶がないと言うけれど真にないのは責任感 中野南海 神栖高等学校
秀逸 庭の花いつもきれいに咲いていて人の暮らしを見守っている 横瀬優菜 麻生中学校
秀逸 ただいまと家に帰るとあたたかいごはんと家族がでむかえてくれる 冨塚穂佳 鉾田北中学校
秀逸 学校の窓から見えるあの子の笑顔いつでもあの子のとなりにいたい 松金聖弥 潮来第二中学校
秀逸 絵になるね霞ヶ浦とつくば山我がふるさとの永遠のレガシー 根本真希 玉造小学校

★入賞作品を巡回展示しますので、ぜひご覧ください。
　９月 24 日（日）～ 10 月 31 日（火）霞ヶ浦ふれあいランド水の科学館（受付ロビー）
　11 月８日（水）～ 11 月 14 日（火）玉造公民館
　11 月 16 日（木）～ 11 月 22 日（水）麻生公民館
　11 月 23 日（木）～ 12 月３日（日）北浦公民館
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【問い合わせ】国保年金課（玉造庁舎）☎ 0299-55-0111

海外療養費制度とはシリーズ　国民健康保険

　海外渡航中に急な病気やけがなどにより、やむを得ず、現地の医療機関で治療を受けた場合、医療
費はいったん全額自己負担となります。
　帰国後に、この医療費を申請して認められると、医療費の一部払い戻しが受けられる制度を「海外
療養費制度」といいます。
■海外療養費の申請の流れ
　① やむを得ず海外で診療等を受ける（受診した医療機関の窓口で、医療費をいったん全額自己負担）
　② 受診した医療機関で治療内容や医療費等の証明書（診療内容明細書、領収明細書、領収書）をも

らう
　③帰国後、加入する健康保険の窓口に申請する
　　※ ②の書類、②の書類の日本語訳、療養費支給申請書、保険証、世帯主の印鑑、世帯主の口座が

わかるもの、海外の医療機関等に照会する同意書、マイナンバー、本人確認書類、パスポート
を持参してください。

　④ 審査の結果、申請が認められると海外療養費が支給される
　　※申請から支給までは２～３カ月かかります。
▶海外療養費の支給対象にならない場合
　・治療目的で海外渡航したとき
　・保険が適用されない医療を受けたとき

納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です！
【問い合わせ】水戸南年金事務所　　  ☎０２９－２２７－３２５１
　　　　　　　国保年金課（玉造庁舎）☎０２９９－５５－０１１１  

　国民年金保険料は、所得税法および地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、
社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
　控除の対象となるのは、平成 29 年１月から 12 月までに納められた保険料の全額です。過去の年度分や追納
された保険料も含まれます。
　また、ご自身の保険料だけではなく、ご家族（配偶者やお子様等）の負担すべき国民年金保険料を支払って
いる場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
　なお、平成 29 年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確
定申告を行うときに、領収証書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。
　このため、平成 29 年１月１日から９月 30 日までの間に国民年金保険料を納付された方には、11 月上旬に
日本年金機構から「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が送られますので、申告書の提出の際には必
ずこの証明書または領収証書を添付してください（平成 29 年 10 月１日から 12 月 31 日までの間に、今年初
めて国民年金保険料を納められた方へは、翌年の２月上旬に送られます）。
　税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。
保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう。
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問い合わせ　収納対策課（麻生庁舎）　☎ 0299－72－0811

税 金 のお知らせ

市税の納税は納期限までに！
　市税の納期限を過ぎても未納のままにしている納税者には、督促状や催
告書を送付し納税を促しています。それでも納税しないときには、滞納処
分を行う場合があります。
　滞納処分とは、地方税法および国税徴収法の規定に基づき、やむを得ず
財産（不動産、動産、預貯金、給与など）を差し押さえて、公売や取り立
ての後に未納市税に充てることをいいます。
　都合により納期限内に納税できない場合や、督促状・催告書が届いたと
きは、お早めにご連絡・ご相談ください。

今月の税金
○固定資産税　　　第４期
○国民健康保険税　第５期
　�納付期限（口座振替日）は
11月 30日です。

８月実施のインターネット公売結果のお知らせ

■不動産入札方式
売却区分
番　　号 所在 地番 地目 地積（㎡） 見積金額（円）落札金額（円） 入札者数

17-8 内宿字中城 1017 番 畑 699 270,000 完納により公売中止

17-9 内宿字中城
内宿字中城

961 番
962 番

畑
畑

356
338 270,000 完納により公売中止

17-10 矢幡字笄崎 2460 番 田 1578 400,000 － ０

17-11 藤井字猿取 941 番 田 1377 310,000 451,000 ２

17-12 橋門字橋門
橋門字橋門

1373 番 1
1373 番 2

田
田

675
1736 550,000 完納により公売中止

17-14 長野江字前 1222 番 田 2045 440,000 完納により公売中止

17-15 井貝字会下山
井貝字会下山

310 番 1
312 番 2

畑
畑

1575
492 440,000 － 0

17-16 蔵川字新入田 33 番 1 田 1714 550,000 － 0

17-17 内宿字西門 2243 番 田 3128 780,000 完納により公売中止

17-18 根小屋字中谷 878 番 田 2184 290,000 完納により公売中止

17-19 行方字ミタ平
行方字ミタ平

237 番 1
237 番地 1

宅地
倉庫・事務所

2206.00
202.60 2,300,000 完納により公売中止

17-20 小幡字六十塚 1418 番 16 畑 4510 1,400,000 完納により公売中止

９月実施の不動産公売結果のお知らせ

■動産せり売り方式
売却区分
番　　号 動産 参加申込者数 入札者数 見積金額（円） 落札金額（円）

17-1 　スズキ　チョイノリ（原付） 65 15 3,000 25,600

17-2 ヤマハ　ジョグ（原付） 38 7 3,000 11,500

17-3 ホンダ　ディオ（原付） 92 13 3,000 51,000

17-4 ホンダ　スーパーカブ（原付） 111 21 3,000 49,150

17-5 民芸品（木彫りの熊　親子） 5 1 1,000 1,000

17-6 民芸品（木彫りの熊） 3 1 500 500

17-7 ゴーゴージャグラーＶ（スロット台） 7 3 1,000 3,500


